
 
福岡県県土整備部 情報共有システム（ＡＳＰ方式）利用に関する実施要領の改定（案） 

現  行 改  定 
第３条（対象工事） 

福岡県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。 

ただし、工事契約後に受発注者間で協議し、システムを利用することが

適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。 

なお、システムを利用しなかったことにより、受注者が成績評定等で不

利益を被ることはない。 

 

第７条（完成検査） 

（１）現場検査 

従来通りの方法での検査とする。 

（２）書類検査 

原則、電子成果品については電子検査、紙成果品については紙検査

とする。 

（既済部分検査、出来形検査及び中間検査も同様とする。） 

（３）検査の準備 

・検査に用いるパソコン等の機器は，原則として発注者が準備する。 

ただし、年度末等、発注者が準備することができない場合は、受

注者が準備する。 

・検査時間短縮のため，あらかじめデータを電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）

から検査に用いるパソコンのハードディスクに読み込んでおく

こと。 

 

 

第３条（対象工事） 

福岡県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。 

ただし、工事契約後に受発注者間で協議し、システムを利用することが

適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。 

なお、システムを利用しなかったことにより、受注者が成績評定等で不利

益を被ることはない。 

 

第７条（完成検査） 

（１）現場検査 

従来通りの方法での検査とする。 

（２）書類検査 

原則、電子成果品については電子検査、紙成果品については紙検査

とする。 

（既済部分検査、出来形検査及び中間検査も同様とする。） 

（３）検査の準備 

・検査に用いるパソコン等の機器は，原則として発注者が準備する。 

ただし、年度末等、発注者が準備することができない場合は、受

注者が準備する。 

・検査時間短縮のため，あらかじめデータを電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）

から検査に用いるパソコンのハードディスクに読み込んでおく

こと。 

（４）工事成績評定での取り扱い 

   本要領に基づきシステムを活用した場合、係長が成績評定を行う工
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附 則  

この要領は，令和３年４月１日から適用する。 

この要領は，令和５年４月１日から適用する。 

 

事成績評定の「５創意工夫」の項目の内、【新技術活用】におい

て、『活用の効果が相当程度確認できた』ものとして２点加点す

る。なお、実施できない場合でも減点は行わない。 

 

附 則  

この要領は，令和３年４月１日から適用する。 

この要領は，令和５年４月１日から適用する。 

この要領は，令和５年１０月１日から適用する。 
 


